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栃木県会計局会計管理課物品調達室



１．オープンカウンターをＤＸ！

栃木県は、会計事務のＤＸを推進するために、会計局会計管理課物品調達室が

実施する公募型見積合わせ（オープンカウンター）（以下、「オープンカウン

ター」という。）について、電子入札システムによる運用を開始します。

これまでのオープンカウンターでは、紙により見積書を提出いただいておりま

したが、今後は電子入札システムを利用して、オンラインで見積書の提出がで

きるようになります。

＜電子入札システムを利用する主なメリット＞

・用紙、持参、郵送等のコスト削減

・閉庁時間帯でも見積書の提出が可能（システム利用可能時間内に限る。）

・オープンカウンターの結果をシステム上ですぐに確認可能

オープンカウンターに参加される事業者様におかれましては、会計事務のＤＸ

という趣旨をご理解の上、電子入札システムの積極的な利用をお願いします。
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２．紙による見積書と電子入札システムの違い

紙による見積書 電子入札システム

公告日 火曜日又は金曜日（閉庁日の場合は次の開庁日）

公告の方法
栃木県ホームページ・会計管理課内に掲載
https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/2015ockoukoku/h28open.html

見積金額 税抜き価格

見積書の
提出方法

専用様式を用いて作成し、
持参又は郵送（書留）

電子入札システムに金額を入力

積算内訳書の
提出方法

見積書を厳封する際に同封
電子入札システムに金額を入力
する際に添付

見積書の提出
期限（時間）

正午 午後３時

見積結果の
連絡方法

決定業者に電話連絡
電子入札システムで電子により
参加した全者に結果通知を送付
（当面の間は電話連絡も行う）

見積結果の
公表方法

問合せがあった際に回答 電子入札システム上で公開

※電子入札システムの利用ができない場合は、紙による見積書を持参又は郵送（書留）で提出することも可能です。
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３．電子入札システムの事前準備

１ パソコン、インターネット回線等の準備

２ ＩＣカード （電子証明書）の取得（購入）

３ ＩＣカードリーダのセットアップ

４ パソコンの設定

５ 電子入札システムへの利用者登録

電子入札システムを利用するためには、

ＩＣカード（電子証明書）の取得及び

利用者登録等の事前準備が必要です。

※一般競争入札及び指名競争入札に利用

しているＩＣカード（電子証明書）の利

用が可能です。

既にＩＣカード（電子証明書）の取

得及び利用者登録等をされている場合

は、事前準備は不要です。

事前準備の方法は、一般競争入札及び指名競争入札に参加される際と同様です。

詳細については、栃木県ホームページに掲載中の操作マニュアル等をご覧ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/buppinnekimunodennsika.html

ホーム > 県政情報 > 情報通信 > 電子行政サービス

> 栃木県電子調達システム(物品・役務）

参照：「電子調達システム（物品・役務）操作マニュアル」１０～２３ページ
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栃木県ホームページから、電子入札システムにアクセスします。
なお、公告は従来のページに掲載します。入札情報システムは利用しません。

「電子入札システム入口」リンクをクリックします。

４．電子入札システムの操作方法
ログイン方法
１／４

※ここからは、電子入札システムを利用したオープンカウンターの見積書の提出方法を説明します。
※本資料３ページの「３電子入札システムの事前準備」を完了させてから操作してください。
※電子入札システムの仕様上、「見積」ではなく「入札・開札・落札」と表示される画面があります。
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「◎少額物品」リンクをクリックします。

オープンカウンターの場合は、下の「◎少額物品」から入ります。

４．電子入札システムの操作方法
ログイン方法
２／４
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「電子入札：ＩＣカード」リンクをクリックします。

「電子入札：ＩＣカード」から入ります。
ログイン認証には、電子入札同様、ＩＣカードを利用します。

４．電子入札システムの操作方法
ログイン方法
３／４
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①「電子入札システム」リンクをクリックします。

②挿入中のＩＣカードのＰＩＮ番号を入力します。

③「ＯＫ」ボタンをクリックします。

ＩＣカードリーダをパソコンに繋いで、ＩＣカードを挿入してください。
この画面以降、ＩＣカードを挿入した状態で操作してください。

４．電子入札システムの操作方法
ログイン方法
４／４
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①入札執行部署のリストから「会計局」を選択します。

②「検索」ボタンをクリックします。

入札執行部署は「会計局」のみです。
他の部署では行いません。

４．電子入札システムの操作方法
案件の検索
１／３
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調達案件名称をクリックすると、

案件の詳細を確認することができます。

「調達案件名称」は公告に示す次の情報で構成されています。
「調達案件名称」 ➡ 案件番号・案件名称・要求課・要求番号

４．電子入札システムの操作方法
案件の検索
２／３
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案件の内容を確認したら、

「閉じる」ボタンをクリックします。

オープンカウンターの場合、案件に関する質問は、電子入札システム上で行うこと
ができません。質問がある場合は、会計管理課までお問い合わせください。

４．電子入札システムの操作方法
案件の検索
３／３
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「調達案件番号」は、
オープンカウンターの案件番号とは異なります。
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参加する案件の入札書／見積書欄の

「提出」ボタンをクリックします。

オープンカウンターの場合、一般競争入札と異なり、参加申請（競争参加資格確認
申請書の提出）は不要です。最初から見積書を提出することができます。

４．電子入札システムの操作方法
見積書の提出

１／６
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①「見積金額」を入力します。

（税抜きとしてください。）

②くじ番号として、任意の

数字３桁を入力します。

③「参照」ボタンをクリックして、

パソコン内の積算内訳書を選択します。

④「添付資料追加」ボタンをクリックします。

⑤画面を下にスクロールします。

積算内訳書の提出の有無は、案件ごとに公告に示します。
積算内訳書の提出が不要な案件では、内訳書欄は表示されません。

４．電子入札システムの操作方法
見積書の提出

２／６
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見積金額は

税抜き
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「提出内容確認」ボタンをクリックします。

連絡先は、電子入札システムの利用者登録時に登録した情報が初期表示されます。
必要に応じて修正してください。

４．電子入札システムの操作方法
見積書の提出

３／６
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見積書提出内容を確認したら、

「提出」ボタンをクリックします。

見積書提出後に、提出した見積書（金額）を確認することができません。
必要に応じて、印刷・保存してください。

４．電子入札システムの操作方法
見積書の提出

４／６
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「ＯＫ」ボタンをクリックします。

内容に誤りがないか最終確認してから、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。
一度提出した見積書は、撤回、差替えが一切できませんので、注意してください。

４．電子入札システムの操作方法
見積書の提出

５／６
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案件は正しい？
金額は正しい？

「ＯＫ」前に必ず

最終確認！
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「調達案件一覧」ボタンをクリックすると、

「調達案件一覧」画面に戻ります。

他の案件にも参加する場合は、「調達案件一覧」ボタンをクリックしてください。
終了する場合は、右上の「×」ボタンで終了してください。

４．電子入札システムの操作方法
見積書の提出

６／６
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開札後、電子入札システムを利用した全てのオープンカウンター参加者に、見積結
果通知書（落札者及び落札金額等が記載された通知書）が送付されます。

結果を確認する案件の通知書欄の

「表示」ボタンをクリックします。

４．電子入札システムの操作方法
見積結果の確認

１／５
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「見積結果通知書」をはじめ、電子入札システムにより送付する通知書は「通知書
一覧」画面から確認することができます。

「見積結果通知書」ボタンをクリックすると、

落札者及び落札金額等を確認することができます。

４．電子入札システムの操作方法
見積結果の確認

２／５
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契約の相手方として決定した事業者には、電話で発注の連絡を行います。

結果通知書の内容を確認したら、

「戻る」ボタンをクリックします。

４．電子入札システムの操作方法
見積結果の確認

３／５
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状況確認では、オープンカウンターに参加した全ての事業者の見積金額を閲覧する
ことができます。

結果を確認する案件の状況確認欄の

「表示」ボタンをクリックします。

４．電子入札システムの操作方法
見積結果の確認

４／５
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この画面では、電子入札システム利用、紙による見積書を問わず、オープンカウン
ターに参加した全ての事業者の見積金額を閲覧することができます。

４．電子入札システムの操作方法
見積結果の確認

５／５

内容を確認したら、

「戻る」ボタンをクリックします。
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５．電子くじについて

同価の見積をした者が２人以上あるときは、電子くじにより契約の相手方を決定します。

① 電子入札システム利用者は、見積書提出時に「くじ番号（３桁）」を入力します。
② くじ番号と見積書提出日時の秒（ミリ秒単位の下３桁を使用）の和を「確定番号」

とします。「確定番号」が４桁になる場合は、下３桁を使用します。
③ 電子くじ対象者を見積書提出時間順に、「見積順位」を０から振ります。

【数式】 電子くじ対象者の「確定番号」の和 ÷ 対象者数
上記の数式で得られた余りと、見積順位の数値が一致した見積者が契約の相手方となり

ます。

※電子くじ対象者が３社の場合の計算例

電子くじ対象者 Ａ商事 Ｂ商事 Ｃ商事

①くじ番号(見積時に入力) 261 602 077

②見積書提出日時 1月22日13時16分35秒642 1月22日14時26分35秒012 1月22日16時54分10秒962

③見積書提出日時のミリ秒 642 012 962

④確定番号(①＋③)下３桁 903 (=261+642) 614 (=602+012) 039 (=077+962)

⑤見積書提出順位(②の早い者順) ０ １ ２

⑥④の合算 903 + 614 + 039 = 1556

⑦④の合算÷電子くじ対象者 1556 ÷ 3 = 518 余り2

契約(候補)者 Ｃ商事

※紙による見積書を提出した者の見積書提出日時は、職員が代理入力した日時となります。
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６．電子入札システム利用可能時間・お問い合わせ

https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/buppinnekimunodennsika.html

栃木県電子調達システム（物品・役務）

午前８時 ～ 午後８時
※土日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。

電子入札システム利用可能時間

〒３２０－８５０１
栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 県庁舎本館３階
栃木県会計局会計管理課物品調達室
電 話：０２８－６２３－２０９１
ＦＡＸ：０２８－６２３－２０８０
メール：kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp
県ＨＰ：https://www.pref.tochigi.lg.jp/

お問い合わせ
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